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東京高裁平成25年３月14日判決（平成24（ネ）7139

号、損害賠償等請求控訴事件）判例タイムズ1392号

203頁 

原審・東京地裁平成24年10月11日（平成22（ワ）33996

号、損害賠償等請求事件（第１事件）、平成23（ワ）

13394号、損害賠償等請求事件（第２事件））判例タ

イムズ1386号265頁 

 

１．本件の争点 

 本件は、交通事故により後遺障害を負った被害車

両の運転者である原告（控訴人）Ｘ１及びその妻子

であるＸ２・Ｘ３が、加害車両の運転者である被告（被

控訴人）Ｙ１及びその使用者のＹ２に対して、損害賠

償を求めた事案である。 

 主な争点は、将来の介護費用について、一時金賠

償を求める被害者に対して、加害者が定期金賠償を

申し立てた場合、裁判所が定期金賠償を命じること

の可否であった。原審判決は、定期金賠償方式によ

るのが相当としたため、原告らが控訴したところ、

本判決も、原審の判断を是認した。 

 平成９年１月施行の民訴法改正により、著しい事

情の変更があった場合に「定期金による賠償を命じ

た確定判決の変更を求める訴え」の制度（民訴法117

条）が導入されたこと等から、下級審においても一

時金賠償方式による申立てに対し定期金賠償方式に

よる支払いを命じる判決が出されるようになった。

本判決も、このような立場を採用するものであるが、

これを否定する判決も多数あり、以下検討する
１）
。 

 

２．事案の概要 

  平成20年５月19日午前７時20分ころ、川崎市

中原区の交差点において、Ｘ１が運転するオートバ

イとＹ１が運転するタクシーが出合い頭に衝突した

（原審において、過失割合はＸ１が25％、Ｙ１が75％

と認定されている）。Ｘ１は、本件事故により、頸髄

損傷、頭蓋頸椎脱臼、脳挫傷の傷害を負い、本件事

故当日から平成20年９月10日までＢ病院に、同日か

ら平成22年11月17日までＣ病院に、同日から独立行

政法人Ｄセンターに入院している（平成21年11月４

日に症状固定した旨の自動車損害賠償責任保険後遺

障害診断書の作成を受けている）。 

 Ｘ１は、平成22年２月24日までに、自賠責保険に

おける後遺障害等級認定手続において、上記後遺障

害診断書に、四肢の自動運動が不能とされ、高度の

四肢麻痺が認められ、気管切開の上、人工呼吸器を

利用し、胃ろうによる経管栄養で、ベッド上寝たき

りの状態であり、ADL（日常生活動作）全介助の状

態にあるとされていることから、「神経系統の機能

又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するも

の」として、自賠法施行令別表第一１級１号に該当

する後遺障害があると判断された。Ｘ１は、現在も

なお遷延性意識障害（植物状態）が認められ、コミ

ュニケーションを取ることができず、意思表示もで

きない状態にある（家庭裁判所は、Ｘ１（症状固定

時25歳）について後見を開始し、配偶者であるＸ２

を成年後見人に選任する旨の審判をし、同審判は、

平成21年10月28日に確定した）。 

 Ｘらは、Ｙらに対し、将来介護費用として、介護

期間をＸ１の平均余命（52年）に対応するライプニ

ッツ係数を計算式に使用し、一時金として約２億

3000万円（職業介護人の費用として１日２万6055円、

近親者の付添費用として１日8000円の合計）の賠償

を求めた。これに対し、Ｙらは、定期金賠償方式に

よるべきであると主張した。 

 （Ｘ１の自宅介護の可能性及び相当性についても

争点となったが、原審・本判決とも、施設介護が相

当であり、自宅介護を前提とする損害は認められな

いと判断した。また、原審・第２請求事件はＺ損害
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保険会社からの代位請求等事件であり、割愛した。） 

  Ｘ１の余命について、Ｅ教授は、遷延性意識

障害に関する医学論文を参考にして、Ｘ１の平均余

命は文献上２年から５年であり、10年生存する可能

性は低いとの意見を述べ、また、公立学校共済関東

中央病院脳神経外科のＦ部長は、データ及び医学文

献上、脳挫傷後の遷延性意識障害患者の平均生存余

命は健康人に比較して短いとされていると指摘し、

遷延性意識障害の患者一般について、一般人の平均

余命年数と比較して早期に死亡する確率は高い上、

Ｘ１は、脳幹及び上部脊髄にも損傷があり、自発呼

吸がなく人工呼吸器が必須であるため、一般的な植

物状態の患者に比較して予後が大きく悪い可能性が

あるという意見を述べている。これに対し、Ｄセン

ター長は、最近では治療方針も変化しつつあり、遷

延性意識障害の患者の生命予後も変化していると考

えられるとした上、Ｘ１は、本件事故前は、健康体

の若年者であり、無酸素脳症により植物状態になっ

てから３年半を超えて生存していることなどから、

Ｅ教授の上記意見には懐疑的な意見を述べている。

もっとも、Ｅ教授、Ｄセンター長ともに、Ｘ１の余

命は、感染症、特に呼吸器感染及び尿路感染症等の

予防治療に大きく左右されるとする点では意見が一

致している。 

  原審判決は、「現時点でＸ１の余命や介護環

境等の将来の状況を的確に予測することは困難であ

り、将来に著しい変動が生じた場合には変更判決の

制度（民訴法117条）によって対応を図るのが適当で

ある」「一時金払と定期金払は、単なる支払方法の違

いに過ぎないから、裁判所が定期金賠償方式により

将来の介護費用の支払を命じる判決をすることは、

当事者の申し立てていない事項について判決したこ

とにはならない」などとして、将来の介護費用につ

いては定期金賠償方式によるのが相当であると判示

した。 

  Ｘらは、①損害賠償請求権者が一時金による

賠償を求める請求について判決で定期金賠償を命じ

ることは違法である、②Ｘ１の余命が平均余命と異

なる蓋然性は認められないこと、③定期金賠償方式

では履行の確保が確実とはいえないこと、④介護に

あたるＸ２らは、法廷紛争を速やかに終了させて介

護に専念したいので定期金による賠償を全く望んで

いないと主張して控訴した。 

 

３．判旨（変更・確定） 

 「Ｘらは、Ｘ１の将来の介護費用について定期金

賠償方式によることは誤りである旨主張する。 

 しかし、Ｘ１の後遺障害の内容や程度等に照らす

と、現時点でＸ１の余命について的確に予想するこ

とが困難であることは前示（原判決引用部分）のと

おりであることに加え、交通事故の被害者が事故の

ために介護を要する状態になった後に死亡した場合

には、死亡後の期間に係る介護費用を交通事故によ

る損害として請求することはできないことに鑑みる

と、本件において、平均余命を前提として一時金に

還元して介護費用を賠償させた場合には、賠償額に

看過できない過多あるいは過小を生じ、かえって当

事者間の公平を著しく欠く結果を招く危険があるこ

とが想定されるから、このような危険を回避するた

め、余命期間にわたり継続して必要となる介護費用

を、現実損害の性格に即して現実の生存期間にわた

って定期的に支弁して賠償する定期金賠償方式を採

用することは、合理的であるといえる。そして、Ｘ１

に対して賠償金の支払をするのは事実上はＺ損害保

険会社であって、その企業規模等に照らし、将来に

わたって履行が確保できているといえることからす

ると、Ｙ２やＹ３が、金銭の授受を含む法的紛争を速

やかに終了させて、Ｘ１の介護に専念したいという

強い意向を有し、定期金賠償方式による賠償を全く

望んでいないという事情を考慮しても、本件におい

て、定期金賠償方式を採用することが不相当である

とはいえず、むしろ、定期金賠償方式を採用するの

が相当というべきである。なお、一時金賠償方式に

よる将来の介護費用の支払を求める請求に対し、判

決において、定期金賠償方式による支払を命じるこ

とは、損害金の支払方法の違いがあることにとどま

っていて、当事者の求めた請求の範囲内と解される

から、処分権主義に反しない。」 

 

４．評釈 

 はじめに 

 重度後遺障害事案の将来の介護費用については、

平成12年４月から実施された介護保障制度の影響に

より、職業付添人による介護費用が高額化になるこ

とを受けて訴訟での大きな争点になってきた
２）
。 

 最二小判昭和62年２月６日裁判集民事150号79頁

（以下、「昭和62年最判」とする）は、「損害賠償請

求権者が訴訟上一時金による賠償の支払を求める旨
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の申立をしている場合に、定期金による支払を命ず

る判決をすることはできないものと解するのが相当

である」と判示したため、判例上は、原告からの申

立てがない限り定期金賠償を命じることはできない

ことが確定し、学説も同様に解するのが多数説とさ

れていた
３）
。昭和62年最判は理由を示していないが、

調査官解説によれば、「担保供与及び変更判決の制

度のない我が国では、定期金方式の採用には慎重で

なければならず、少なくとも原告からの定期金方式

によるべき旨の申立のない場合には、定期金方式を

採用することはできないとの考え方によるものと思

われる」
４）
とされている。 

 民法は、不法行為に基づく損害賠償については、

債務不履行における損害賠償の規定（417条）を準用

し（722条１項）、「別段の意思表示がないときは、金

銭をもってその額を定める」としているが、賠償の

方式については特段の規定を設けていない。ドイツ

民法843条
５）
、844条２項、845条などには定期金に関

して明文の規定が置かれているが、このような規定

を欠いた我が民法の下においても、定期金賠償を判

決で命ずることは違法ではないと解されていた。し

かし、実務の大勢は、ドイツ民訴法323条のような変

更判決制度等のない旧民訴法下において定期金賠償

を命じることについては消極的であった
６）
。 

 平成９年１月施行の民訴法改正によって、著しい

事情の変更があった場合に「定期金による賠償を命

じた確定判決の変更を求める訴え」の制度が導入さ

れたことから、昭和62年最判の立場は維持されるか

否かが注目された。また、最一小判平成11年12月20

日民集53巻９号2038頁（以下「平成11年最判」とす

る）は、被害者が控訴審継続中に死亡した事案につ

き、「交通事故の被害者が事故のため介護を要する

状態となった後に別の原因により死亡した場合、死

亡後の期間に係る介護費用を当該交通事故による損

害として請求することはできない」
７）
と判示したこ

とから、東京高判平成15年７月29日判時1838号69頁

（以下「平成15年東京高判」とする）は、「余命期間

にわたり継続して必要となる介護費用という現実損

害の性格に即して、現実の生存期間にわたり定期的

に支弁して賠償する定期金賠償方式を採用すること

は、それによることが明らかに不相当であるという

事情のない限り、合理的である」と判示し、原告か

らの申立てがなくても、定期金による賠償を命じた。 

 

 本判決と最近の裁判例について 

 本判決の原審は、①Ｘ１の状態が不安定であり、

平均余命を前提に一時金賠償を命じることは不適当

であること、②介護状況に変化が生じた場合、民訴

法117条によって対応できること、③賠償義務者が保

険会社であって履行が確保できることを挙げたうえ

で、④「一時金払と定期金払は、単なる支払方法の

違いに過ぎない」から処分権主義に反しないことを

理由として、定期金賠償を命じた。 

 本判決も、上記①の理由に加え、⑤「交通事故の

被害者が事故のために介護を要する状態になった後

に死亡した場合には、死亡後の期間に係る介護費用

を交通事故による損害として請求することはできな

い」と判示し、一時金賠償方式が当事者間の公平を

著しく欠く結果を招く危険があることが想定される

としており、平成11年最判を踏まえたものと位置づ

けられる。 

 改正民訴法施行後、原告が一時金賠償を求めた場

合に、裁判所が定期金賠償を命じた事例としては、

平成15年東京高判や本判決の他、福岡地判平成17年

３月25日自保1593号19頁、福岡高判平成18年４月11

日自保1649号２頁、福岡地判平成23年１月27日判タ

1348号191頁がある。また、東京地判平成８年12月10

日判タ925号281頁は、医療過誤事件であり、民訴法

施行前であるが、民訴法117条が類推適用されること

が望まれるとして、定期金賠償を命じた。 

 一方、一時金賠償方式を命じた事例としては、水

戸地判平成11年11月25日交民集32巻６号1851頁、大

阪地判平成13年９月10日判時1800号68頁、横浜地判

平成15年10月16日自保1563号５頁、東京高判平成16

年７月14日自保1563号２頁、東京地判平成16年12月

21日自保1587号３頁、東京地判平成17年２月24日交

民集38巻１号275頁、さいたま地判平成17年２月25

日自保1586号、福岡地判平成18年９月28日判時1964

号127頁、大阪地判平成19年12月10日判タ1274号200

頁、福岡高判平成23年12月12日判時2151号31頁があ

る
８）
。 

 一時金賠償方式を命じた理由として、①損害賠償

請求権者が一時金賠償を求めている場合、裁判所が

定期金賠償を命じることはできない、②処分権主義

に照らして合理的な根拠があるとはいえない、③平

均余命まで生きる蓋然性が低いとする証拠の提示が

ない、④損害保険会社が破綻する可能性もあり、履

行の不確実性があること等が挙げられている。 
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 近時の裁判例では定期金賠償を命じるものも増え

ていることから、裁判例は「どちらが優勢ともいえ

ない状態」
９）
とされているが、まだ定期金賠償を命

ずる判決は少なく
10）
、その主な理由は処分権主義と

履行確保の２点にあるとされていた
11）
。 

 

 米国の定期金賠償
12）
 

 米国ではこの30年間、人身障害事故などに対して

支払われる賠償金は、生命保険会社の終身年金を活

用することにより広く定期金賠償が用いられてき

た。米国において、定期金賠償が広く受け入れられ

るようになった背景には、①税制における定期金賠

償に対する優遇、②定期金賠償を法律の枠組みの中

に入れ、法的にその活用を推進してきた歴史と③定

期金賠償年金を社会的に価値あるビジネスとして育

ててきた、生保業界やブローカーの様々な工夫や努

力（具体的には死亡保障なら謝絶体となるような通

常の条件体
13）
とは異なるリスクを持つ被保険者の死

亡率の調査や社会保障システムの道具としての生命

年金を扱うブローカーの教育制度など）があった。 

 定期金賠償に関する統一法（Uniform Periodical 

Payment Judgment Act）（以下、「統一法」とす

る）は24の条項により構成されており、適用される

人身傷害賠償の範囲、例外として定期金賠償を用い

ない場合の定義、損害額算定のプロセス、定期金賠

償を実施するために必要な資金繰りに関する規定、

年金保険の引受手となる生保の資格、それを規定す

る保険監督局の義務などが記載されている。 

 この統一法は身体的傷害の賠償ケースだけに用い

るもので、将来に発生する経済的損害にのみ対応す

る。具体的には将来発生する治療費や逸失利益（被

保険者本人死亡の場合は、遺族に年金が支払われる）

に対する賠償に用いるものである。この法律の対象

となる総額10万ドル以上の例えば将来の治療費等は

原則として定期金賠償を用いて賠償されなければな

らず、一時金で賠償する場合は、反対する側が正当

な理由を説明しなければならない。 

 適格保険会社の定義は法定変動準備金を除き少な

くとも合計で１億ドル以上の資本と資本剰余金をも

ち、２社以上の格付け会社の格付けをもち、ＡＭベ

スツ社であればＡ＋以上、ムーディーズ社の場合は

Ａａ３以上、スタンダード・アンド・プアーズ社と

ダフ・アンド・フェルプス社であればＡＡ－以上と

規定されている。 

 おわりに 

 定期金賠償を採用するメリットとして、①介護費

用の認定困難性の回避、②被害者の生活保障にふさ

わしい、③不確かな余命認定
14）
が不要、④公平性が

保たれることと⑤中間利息控除率の問題
15）
がないこ

とが挙げられる
16）
。 

 交通事故等で後遺障害を負った被害者の平均余命

は、事実認定の問題ではあるが、年齢や症状、看護

態勢、医学の進歩によって変動するものであり
17）
、

被害者個々の損傷の状況によって余命が大きく違

い、死亡率調査を行なってきた米国では
18）
、（ファン

ドの運用とあわせて）生命保険会社がそのリスクを

負っている。 

 我が国では、将来の介護費用について、一時金賠

償を採用する場合の判断は裁判官にゆだねられてい

るが、現時点で被害者の余命を無理に認定すること

は合理性を欠くといえ
19）
、余命認定や介護費用の認

定が回避できる定期金賠償方式が望ましく、定期金

賠償方式を採用した本判決に賛成である。 

 処分権主義との関係について、原告の申立てを必

要とするかどうか、裁判例、学説とも見解が別れて

いるが、平成15年東京高判は、事情変更には民訴法

117条で対応できることと履行確保の問題は本件で

は問題にならないことを理由として、被告が求める

とおり、定期金賠償を命じており、学説においても、

原告の申立てがなくとも定期金賠償を命じることが

できるとする見解
20）
が、最近は有力になっている。

原告又は被告のいずれかから定期金賠償を求める申

立てがあった場合には、裁判所において定期金賠償

ができると解するのが相当であり
21）
、一時金賠償に

せよ定期金賠償にせよ、もともと特定の事故による

将来の介護費用の請求であり、一時金賠償は将来発

生する介護費用から中間利息を控除して現在化させ

ているにすぎないのであるから、一時金賠償と定期

金賠償とでは、質的に異なるものではなく、同じ訴

訟物であると解することができ、原告の一時金賠償

請求に対し定期金賠償を認めても、民訴法246条に反

することにはならないと解してよいのではなかろう

か
22）
。 

 履行確保の問題については、交通事故の場合は、

通常、加害者が任意保険に加入しており、実質的な

支払は損害保険会社が行うから、また、損害保険会

社が倒産した場合、セーフティネットである損害保

険契約者保護機構があり、保険契約が継続されるこ
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とが予定されているので、定期金賠償方式を否定す

るほど大きなものではないと判示した平成15年東京

高判（他に上記の福岡地判平成23年１月27日）
23）
が

ある。それに対し、自動車保険については、破綻以

降３か月以内に発生した保険事故についての保険金

請求権は100％補償されるが、それ以外の債権につい

ては責任準備金の80％が補償されるにとどまり（保

険業法245条１号、保険契約者等の保護のための特別

の措置等に関する命令１条の６第１項６号）、事実上

定期金賠償を継続することは不可能となると指摘さ

れている
24）
。しかしながら、損害保険会社の信用不

安が生じた場合には、民訴法117条にいう「著しい事

情の変更があった場合」に該当し、一時金賠償への

変更を求めることが可能と考えられる
25）
。また、将

来の介護費用は、被害者の長期間にわたる介護のた

めに認められたものであり、一時金として受領した

場合には、他に流用し、将来的に介護費用が不足す

る事態
26）
（浪費リスク）も考えられないわけではな

く、（保険会社の破たんと比べて）一時金賠償のほう

が望ましいとする根拠はないであろう
27）
。 

 しかしながら、米国では、エグゼクティブ・ライ

フ（２社）の破たんがあり
28）
、我が国でも、履行確

保のための新たな機関の創設や継続的な身体障害者

への生活保障を含めたトータルなバックアップ体制

が必要であるとの指摘があり
29）
、セーフティネット

についても、今後、一層の検討が望まれる。 
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